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広聴広報委員会記録 

令和５年３月 14 日 

（ 午後１時 29分 開会 ） 

委員長 ：ただいまの出席委員は８名であります。 

定足数に達しておりますので、これより本日の委員会を開会します。 

菅原行奈委員より欠席の旨、届出がありました。 

録画、録音、写真撮影を許可しておりますので、御了承願います。 

これより議事に入ります。 

最初に、議会だよりのリニューアルについてを議題といたします。 

細川書記より内容について説明させます。 

暫時休憩します。 

(休憩 13：30～13：34) 

委員長 ：再開します。 

ただいま書記より、いちのせき市議会だよりの編集方針について説明がありました。 

今まで、委員会の中で話し合われてきたことを取りまとめた形でありますが、これにつ

いて何か御意見等があれば伺いたいと思います。 

岩渕典仁委員。 

岩渕（典）委員：あんなとこ・こんなとこの中の文章が、広聴広報委員会が輪番制で担当となってい

ますけれども、輪番制は地域が輪番制であって、担当はそれに合わせて広聴広報委員会の委

員が作成するというような、そのように今やっているのかなと思いましたので、御確認をい

ただければと思います。 

委員長 ：今までやってきたことをイメージしていたはずなので、この件に関しては、岩渕委員が言

ったとおり、地域が決まって、あとは広聴広報委員の中から、担当をその都度決めていると

いう形ですので、もしやるとすればこういった形、今までどおりということが想定です。 

     そのほか、ありませんか。 

岩渕典仁委員。 

岩渕（典）委員：今まで会派で視察をしたときに、会派で報告をしていたかと思いますが、それは、

ここに載せることではなく、この一番下の広聴広報委員会が必要と認めたときに、それを掲

載するというような捉え方でよろしいのかどうか確認をお願いいたします。 

委員長 ：休憩します。 

(休憩 13：36～13：38) 

委員長 ：再開します。 

会派視察については、今まで委員会の中で話されてこなかったわけですが。ページ数も

少なくなることもありますし、今までもそうでしたけれども、常任委員会の報告が多くな

ってきているということもありますので、そういった意味では、原則として常任委員会の
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報告ということで、会派視察の関係については、原則的には掲載しないという方向でよろ

しいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長 ：異議ありませんので、そのように進めてまいります。 

そのほか、ありますか。 

（「なし」の声あり） 

委員長 ：なければ、次に進みます。 

細川書記のほうから、次の事項について説明させます。 

暫時休憩します。 

(休憩 13：39～13：41) 

委員長 ：再開します。 

ただいま書記のほうから、各通常会議の際のページ割というか、そこら辺のイメージ的

なものを示していただきましたけれども、予算審査とか決算審査とかがある号の場合は、

特集ページとして何を掲載するかは決まっていませんけれども、２ページにすると。 

それ以外の通常会議の際は、特集ページについては、４ページといった内容になるとい

うことになります。 

そういった形で、大体イメージ的にはこのようなイメージでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

委員長 ：それでは、そういった形で進めたいというように思います。 

     以上で、議会だよりのリニューアルについての協議を終わります。 

次に、公募型プロポーザルについてを議題とします。 

細川書記より、内容について説明させます。 

暫時休憩します。 

(休憩 13：42～13：45) 

委員長 ：再開します。 

市議会だよりの編集発行業務のプロポーザル審査委員会の設置要領について、書記から

説明していただきました。 

これについて、特に話してもらいたいのは委員会の構成についてお話しいただければと

いうように思います。 

皆さんから何かありますか。 

猪股委員。 

猪股委員：広聴広報委員会の委員としては、正副委員長が入っているのですけれども、プロポーザル

は、そこで提出されたもので、その場で決めるというようなことで、こちらにフィードバッ

ク、正副委員長からフィードバックされることなく決定されていくのですよね、確認です。 
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委員長 ：今のところはそのような形です。 

     休憩します。 

(休憩 13：47～13：48) 

委員長 ：再開します。 

次に、細川書記のほうからまた説明いただきたいというように思います。 

休憩します。 

(休憩 13：49～14：23) 

委員長 ：再開します。 

それでは、公募型のプロポーザル実施要領についてですけれども、先ほど事前に編集発

行業務の仕様書、それから編集発行業務の提案書等の作成要領、それから編集発行業務の

プロポーザル審査委員会設置要領、それからプロポーザルの審査基準等々について、書記

から説明があり、休憩中に委員の皆さんからの意見も伺いました。 

それを踏まえて、皆さんに実施要領を判断していただくというようなことになりますが、

３の参加資格要件について、特にも業者ですけれども、市内の業者のみにするのか、市外

も入れるのかということでありますが、原案どおり市内に本社または営業所等が所在して

いることというようにしたいと思います。 

それから２ページ、８番の契約候補者等の特定（４）、プレゼンテーションは実施しな

いということで、日数等もない、それから成果品等で審査判断いただくというような方向

に、皆さんで方向性を決めていただきましたので、そのようにしたいと思います。  

それでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長 ：異議ありませんので、そのように進めます。 

次に、お手元に配付の、明日 16 日に開催する議員全員協議会の資料について、細川書記

より内容について説明させます。 

暫時休憩します。 

(休憩 14：25～14：30) 

委員長 ：再開します。 

これより意見交換を行います。 

ただいま、16日の議員全員協議会資料について、書記から説明していただきました。 

先ほど前段に、いちのせき市議会での編集方針ということで、３ページのものを見てい

ただきましたけれども、それをちょっと要約したというような形のものです。 

議員全員協議会の説明資料については、示された案のとおりとすることで進めたいと思

います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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委員長 ：異議ありませんので、そのように進めてまいります。 

次に、次回の委員会について協議します。 

暫時休憩します。 

(休憩 14：31～14：39) 

委員長 ：再開します。 

次回の役員会については、３月 28日、午前 10 時から第 73号の議会だよりの初校につい

て協議することといたします。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長 ：異議ありませんのでさよう決しました。 

以上で、予定した案件の協議を終わります。 

以上で、本日の委員会を終了します。 

御苦労さまでした。

（午後２時 40分終了）


